
第 ２７ 号 
令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 

新 座 市 立 第 五 中 学 校 
第三学年進路指導部発行 

◇県公立高校の志願先変更について  
⇒希望する人は、事前に担任の先生とよく相談してください。  

 県公立高校の一般募集では、次の期間内に１回だけ志願先を変更することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路動画はこちら！ 

進路だより 

 【志願先変更Ⅰ】県立･川越市立→県立･川越市立 の場合 

① ２月１８日(水)９時になり次第、中学校側によって志願先変更が可能となる処理が行われ
る。処理が完了すると、志願先変更ができるようになったことをお知らせするメールが届
く。その後、電子出願システムにログインすると『志願先変更情報の入力/修正』ボタン
が表示されるので、それを選択する。 

 

 

 

 

 

 

② 【志願先変更入力】画面が表示されるので、変更したい内容に合わせ、志願情報を修正し、
『次へ』を選び次の画面へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 【入力内容確認】画面が表示されるので、登録内容に問題なければ、『申請する』ボタン
を選択する。 

 

④ 【志願先変更申請完了】画面が表示される。 
入学選考手数料の再納付が必要な場合は、［入学選考手数料納付］ボタンが再度表示され
るので、志願情報登録の時と同じ手順で再納付します。 
※再納付が必要で、かつ、再納付がされていない場合、志願先変更情報を高校に提出できません。 

 

⑤ 申請内容を中学校で確認し、 
承認されたら上の 方法３ 
から手続きを進める。 

志願先変更期間：２/１８(水)の９時～２/１９(木)の１６時 

方法：１.事前に、「志願先変更願」を担任より受け取り、必要事項を記入し、中学校の承認をもらう。 

２.電子出願システムにて、志願情報修正を行う。(次の志願先変更Ⅰ～Ⅲのいずれか該当するもの) 

３．「志願先変更願」を持って、最初に出願した高校へ行き手続き。「志願先変更証明書」を受け取る 

４.新たに出願する高校へ、｢調査書（紙）｣と「志願先変更証明書」を提出する。 

    ※『不登校の生徒などを対象とした特別な選抜』の場合は改めて「自己申告書」も提出する！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【志願先変更Ⅱ】さいたま市立･川口市立→県立･川越市立  の場合 

① さいたま市立･川口市立の高等学校への出願情報について必要な手続きをそれぞれの高校
に確認する。 
 

② １月２７日(火)９時～２月１７日(火)１７時 の間に志願情報仮申請(「さいたま市立、川
口市立の高等学校に出願していた」という情報を、電子出願システムに登録する)を行う。
申請方法は、志願情報申請(進路だより第 26 号参照)と同じです。ただし、募集区分は「さ
いたま市立からの志願変更受付」又は「川口市立からの志願変更受付」を選ぶ。 
 

③ 申請内容を中学校で確認し、承認を受ける。 
 
④ 【志願先変更Ⅰ】と同様に、２月１８日(水)９時になり次第、手続きを進める。 

 
 

 

 

 

 

 

 

～④の注意事項～ 
・募集区分のうち、「さいたま市立からの志願変更受付」「川口市立からの志願変更受付」は 選

択しない 
・募集区分のうち、「不登校の生徒を対象とした特別な選抜」「帰国生徒特別選抜」は、先に志

願した高等学校で同じ特別選抜で出願していたときのみ、新たに志願する高等学校でも出願
することが可能です。誤って選択しないようにしてください。 

 【志願先変更Ⅲ】県立･川越市立→さいたま市立･川口市立 の場合 

① ２月１７日(火)１３時以降に、中学校側によって志願取消が可能となる処理が行われる。
処理が完了すると、志願取消ができるようになったことをお知らせするメールが届く。そ
の後、電子出願システムにログインすると『志願取消』ボタンが表示されるので、それを
選択する。 
 
 
 
 

 
② 【志願取消】画面が表示される。志願の内容に赤い取消線がついた状態で志願情報が表示

されるので、内容を確認し、[志願取消する]ボタンを選択する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 【志願取消申請完了】画面が表示される。申請内容を中学校で確認し、承認されてから

手続きを進める。 
 

④ 新たに志願する高等学校へ、志願先変更登録（出願）をする。 
さいたま市立、川口市立の高等学校は使用している電子出願システムが異なりますので、出願の
方法と入学選考手数料の納付方法については、新たに志願する高等学校や、各市教育委員会に確
認しておく。 

 
⑤ ④まで進められたら、この進路だよりの表面、上の方法３から手続きを進める。 

【志願先変更Ⅳ】さいたま市立･川口市立→さいたま市立･川口市立 の 場 合 

  埼玉県立高等学校電子出願システムは利用しません。必要な手続については、さいたま
市立、川口市立の高等学校及び各市教育委員会に確認してください。 


